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午前９時 開会

【第１ 会議録署名委員の指名】

○扇教育長

委員全員出席です。ただいまから令和４年度第10回春日市教育委員会議定例会を始めま

す。

始めに、会議録署名委員の指名を行います。宮﨑委員を指名いたします。

【第２ 議案】

(1) 第12号議案 春日市文化財保護審議会設置条例の制定に関する意見の申出について

○扇教育長

第12号議案 春日市文化財保護審議会設置条例の制定に関する意見の申出についてでご

ざいますが、この議案は、内容上、議会の議決を経るべき議案の原案に関する事項に該当

しますので、春日市教育委員会会議公開規則第４条の規定に基づき、非公開としたいと思

います。

それでは、委員の皆様にお諮りいたします。第12号議案を非公開とすることについて、

賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者挙手）

○扇教育長

全員賛成により第12号議案は非公開とします。

・第12号議案は、非公開。

・審議の結果、第12号議案は、全員賛成により可決。

(2) 第13号議案 春日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定に関する意見の申出について

○扇教育長

第13号議案 春日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一
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部を改正する条例の制定に関する意見の申出についてでございますが、この議案は、内容

上、議会の議決を経るべき議案の原案に関する事項に該当しますので、春日市教育委員会

会議公開規則第４条の規定に基づき、非公開としたいと思います。

それでは、委員の皆様にお諮りいたします。第13号議案を非公開とすることについて、

賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者挙手）

○扇教育長

全員賛成により第13号議案は非公開とします。

・第13号議案は、非公開。

・審議の結果、第13号議案は、全員賛成により可決。

(3) 第14号議案 春日市文化財保護条例の一部を改正する条例の制定に関する意見の申出

について

○扇教育長

第14号議案 春日市文化財保護条例の一部を改正する条例の制定に関する意見の申出に

ついてでございますが、この議案は、内容上、議会の議決を経るべき議案の原案に関する

事項に該当しますので、春日市教育委員会会議公開規則第４条の規定に基づき、非公開と

したいと思います。

それでは、委員の皆様にお諮りいたします。第14号議案を非公開とすることについて、

賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者挙手）

○扇教育長

全員賛成により第14号議案は非公開とします。

・第14号議案は、非公開。

・審議の結果、第14号議案は、全員賛成により可決。

(4) 第15号議案 春日市中央公民館条例を廃止する条例の制定に関する意見の申出について
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○扇教育長

第15号議案 春日市中央公民館条例を廃止する条例の制定に関する意見の申出について

でございますが、この議案は、内容上、議会の議決を経るべき議案の原案に関する事項に

該当しますので、春日市教育委員会会議公開規則第４条の規定に基づき、非公開としたい

と思います。

それでは、委員の皆様にお諮りいたします。第15号議案を非公開とすることについて、

賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者挙手）

○扇教育長

全員賛成により第15号議案は非公開とします。

・第15号議案は、非公開。

・審議の結果、第15号議案は、全員賛成により可決。

(5) 第16号議案 春日市公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定に関する意見の申出について

○扇教育長

第16号議案 春日市公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

に関する意見の申出についてでございますが、この議案は、内容上、議会の議決を経るべ

き議案の原案に関する事項に該当しますので、春日市教育委員会会議公開規則第４条の規

定に基づき、非公開としたいと思います。

それでは、委員の皆様にお諮りいたします。第16号議案を非公開とすることについて、

賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者挙手）

○扇教育長

全員賛成により第16号議案は非公開とします。

・第16号議案は、非公開。

・審議の結果、第16号議案は、全員賛成により可決。
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(6) 第17号議案 春日市教育支援センター管理運営規則の一部を改正する規則の制定につ

いて

○扇教育長

次に、第17号議案 春日市教育支援センター管理運営規則の一部を改正する規則の制定

について、事務局から説明をお願いいたします。

○今福学校教育課長

第17号議案 春日市教育支援センター管理運営規則の一部を改正する規則の制定につい

てでございます。

提案理由でございます。教育支援センターの事業内容について、不登校対策の中枢機関

として、その総合的な推進に関する事項を明確に位置付けるとともに、適応指導を担う教

室であるマイスクールとして学習指導及び教育相談を行っていることを明記するというも

のでございます。

改正箇所は事業内容を定める第２条と事業の対象者である第３条でございます。第２条

各号については、適応指導教室における指導・学習指導・教育相談・教員の実践的な研

修・その他規定しか現行ではございませんでした。このため、提案理由のとおり不登校対

策の中枢機関としての事業内容２点として、不登校等の調査分析・不登校対策の立案推進

を冒頭に加えております。また、新第３号から新第５号までについては、本市の適応指導

教室の名称である「マイスクール」の文言を追記し、マイスクールとして適応指導等を

担っていくこと・学習指導と教育相談の対象者が原則マイスクール在籍の児童生徒等であ

ることを明らかにいたしました。対象者を定める第３条については、第２条各号の冒頭に

中枢機関としての事業内容２点を追記したことで、号のずれが生じましたのでこれに伴う

改正を行っているものでございます。なお、施行日は令和５月４月１日としております。

第17号議案の説明は以上でございます。

○扇教育長

それでは第17号議案 春日市教育支援センター管理運営規則の一部を改正する規則の制

定について、ただいまより採決に入ります。賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者挙手）

○扇教育長

全員賛成でございます。よって、第17号議案 春日市教育支援センター管理運営規則の
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一部を改正する規則の制定について、全員賛成をもって可決いたしました。

(7) 第18号議案 春日市立学校管理運営規則の一部を改正する規則の制定について

○扇教育長

次に、第18号議案 春日市立学校管理運営規則の一部を改正する規則の制定について、事

務局から説明をお願いいたします。

○今福学校教育課長

第18号議案 春日市立学校管理運営規則の一部を改正する規則の制定についてでございま

す。

提案理由でございます。現在の秋季休業期間は、部活動新人大会の期間と重なっている

ため、働き方改革の観点から、秋季休業期間を変更する必要があるというものでございま

す。今回の改正の趣旨につきましては昨年１月に学校管理運営規則を改正し、夏期休業日

や秋期休業日等の期間の短縮等統一を行いました。この改正により、２学期制の学校の秋期

休業期間は10月の祝日である第２月曜日のスポーツの日の前の週の金曜日からスポーツの日

までの４日間と定めておりました。しかし、スポーツの日を含む土日の３日間は中体連の新

人大会にあたり多くの教職員が動員され、その前の金曜日は学校休業日になっていても練習

を行うため教員は出勤せざるを得ない状況にあり、働き方改革の観点から変更を検討して

欲しいという要望が中学校からございました。このとおりですと、教員は秋期休業期間を

挟んで12日間連続で出勤することとなりますので、秋期休業期間を見なおす必要があると

考えたものでございます。

改正箇所は学校の秋期休業期間を定める第９条第１項第５号です。10月の第１月曜日の

属する週の金曜日から同月の第２月曜日までの日としておりましたが、この期間を１日後

ろにずらしまして、かつ土日祝日は元々学校休業日でございますので表現を簡素化しまし

て、第２月曜日の翌日に変更したものでございます。なお、施行日は令和５月４月１日と

しております。第18号議案の説明は以上でございます。

○扇教育長

ただいま説明のありました議案について審議をいたします。質疑はございますか。

○安本委員

来年度から改正ということですが、現在３学期制を採用している学校はあるのでしょう

か。
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○今福学校教育課長

現在３学期制としている学校は春日野中学校１校でございます。

○扇教育長

春日野中学校も学校運営協議会等で２学期制への移行を論議しているとのことです。

○安本委員

令和５年度は現行のままとの認識でよろしいでしょうか。

○扇教育長

今のところは、現行のとおりまいる予定です。

○扇教育長

よろしいでしょうか。それでは第18号議案 春日市立学校管理運営規則の一部を改正す

る規則の制定について、ただいまより採決に入ります。賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者挙手）

○扇教育長

全員賛成でございます。よって、第18号議案 春日市立学校管理運営規則の一部を改正

する規則の制定について、全員賛成をもって可決いたしました。

(8) 第19号議案 かすが教育の日を定める要綱の制定について

○扇教育長

次に、第19号議案 かすが教育の日を定める要綱の制定について、事務局から説明をお

願いいたします。

○武末教務課長

第19号議案 かすが教育の日を定める要綱の制定についてでございます。

提案理由でございます。市民の教育に対する関心と理解を深めるとともに、学校、家庭

及び地域の連携の下、子どもの生きる力と市民性を育む取組の推進を図るため、かすが教

育の日を定めるに当たり、要綱の整備を図る必要があります。これが、この議案を提出す

る理由でございます。

11月１日をかすが教育の日、11月をかすが教育月間として、その趣旨に沿った
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取組を実施するものとしております。春日市は平成17年に九州で初めてコミュニ

ティ・スクールを導入し、持続的安定的に充実発展した歩みを続けてきておりま

す。学校、家庭及び地域がこどもを共に育てる基盤づくり、協働の町づくりへつながって

おり、春日市では毎日が教育の日と言っても過言ではない状況でございます。教職員にお

いては一人一人が自己を振り返る機会とし、家庭においては家庭教育が教育の出発点であ

ることを再認識し、子どもたちと向き合う機会となることを期待して制定しております。

春日市の教育振興の更なる発展に資するようかすが教育の日を定めるものですが、学校・

家庭・地域において新たな取組を開始するものではなく、当該月間において事業展開でき

るよう従前の取組を計画的に整理し、実施していくものでございます。第19号議案の説明

は以上でございます。

○扇教育長

ただいま説明のありました議案について審議をいたします。質疑はございますか。

○染原委員

春日市では毎日が教育の日とおっしゃっていたのですが、何故改めて11月１日を教育の

日と制定する必要があるのでしょうか。

○武末教務課長

まず、多くの自治体において11月が教育月間となっております。それにならって春日市

においても11月を教育月間としました。教育月間が始まる初日ということで、期日を定め

ることにより今までの振り返りを行うという意味での基準の日ということで、教育の日を

11月１日としております。今までも福岡県の教育月間に合わせて取組を行ってまいりまし

たので新たにイベントを行うということではなく、啓発を行っていくことで、家庭教育の

重要性や子どもと向き合う大切さを再認識するという機会になればと思っております。

○染原委員

教育への姿勢等を、管理職を含めて教員が１年間を振り返ったり話し合ったりする日と

するのであれば、とても意味があるものとなるのではないでしょうか。もう少し具体性が

あると良いのではないかと思いました。

○宮﨑委員

学校・家庭・地域の連携の基子どもたちの生きる力と市民性を育む取組の推進を図ると

いうことで、コミュニティ・スクールの充実を図るということだと思いますが、子どもた

ちはコミュニティ・スクールの取組がある現状が当たり前となっており、大人になってこ

んな素晴らしい取組を受けていたのだと気付いたという人もいらっしゃいました。
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この教育の日を機会に、児童生徒にも春日市の取組を伝えていくことも必要かと思いま

す。

○武末教務課長

宮﨑委員のおっしゃるような啓発活動を続けていきたいと思っております。子どもたち

も成長して大人になっていくので、継続した取組が必要かと思っておりますので、そのよ

うな努力を続けていきたいと思います。

○扇教育長

よろしいでしょうか。それでは第19号議案 かすが教育の日を定める要綱の制定につい

て、ただいまより採決に入ります。賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者挙手）

○扇教育長

全員賛成でございます。よって、第19号議案 かすが教育の日を定める要綱の制定につ

いて、全員賛成をもって可決いたしました。

(9) 第20号議案 春日市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について

○扇教育長

次に、第20号議案 春日市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について、

事務局から説明をお願いいたします。

○武末教務課長

第20号議案 春日市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定についてでござ

います。

提案理由でございます。市の重点施策を達成するため、事務局の組織及びその分掌事務

を見直す必要があるということが、この議案を提出する理由でございます。

変更点としましては、１点目は教務課が教育総務課と名称が変更となります。２点目は

学校教育課学校教育担当の業務について、特別支援教育に関して発達支援室との業務の整

理を行っており、また、義務教育に係る教育課程の接続、幼稚園・保育園・小学校の連携

について整理を行っております。３点目としまして、地域教育課のこども共育担当と社会

教育・読書推進担当を地域教育担当の１担当とし、新たに放課後児童健全育成事業に関す

ることが分掌事務に追加されます。４点目として、文化財課が市長部局へ移管されるとい
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うことで、教育委員会の分掌事務から削除されます。第20号議案の説明は以上でございま

す。

○扇教育長

それでは第20号議案 春日市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定につい

て、ただいまより採決に入ります。賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者挙手）

○扇教育長

全員賛成でございます。よって、第20号議案 春日市教育委員会行政組織規則の一部を

改正する規則の制定について、全員賛成をもって可決いたしました。

(10) 第21号議案 地方自治法第180条の2の規定に基づく協議について

○扇教育長

次に、第21号議案 地方自治法第180条の2の規定に基づく協議について、事務局から説

明をお願いいたします。

○武末教務課長

第21号議案 地方自治法第180条の2の規定に基づく協議についてでございます。

提案理由でございます。保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、授業の終

了後等に適切な遊びや生活の場を与え、その健全な育成を図る「放課後児童健全育成事業

（放課後児童クラブ）」について、小学校と連携を深め、より円滑な運営を図るため、地

方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、当該事務について教育委員会の

事務を補助する職員に補助執行させるための協議を市長と行いたいというものが、この議

案を提出する理由でございます。

20号議案でも説明いたしましたが、地域教育課の分掌事務に放課後児童健全育成事業に

関することが新たに追加されることに伴い、補助執行を行うものです。開始時期は令和５

年４月１日としております。第21号議案の説明は以上でございます。

○扇教育長

ただいま説明のありました議案について審議をいたします。質疑はございますか。

○染原委員
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現在行われている学童保育と放課後児童クラブは違うものなのでしょうか。活動時間等

はどうなるのでしょうか。

○武末教務課長

同じものです。学童保育というものが通称名でして、正式な名称は放課後児童クラブと

なります。活動時間等についても、現在の指定管理者を引き継ぐこととなっておりますの

で変更はないかと思われます。

○安本委員

放課後児童クラブが教育委員会に所管されることにより、小学校の先生の業務量が増加

するということはないのでしょうか。どこまで業務として、放課後児童クラブと先生方が

関わっていくのか線引きが必要かと思います。

○山下地域教育課長

先生方の負担は変更がないかと思われます。

○今福学校教育課長

放課後児童クラブも共働きが増えている現状、利用者が増えておりまして、第２クラブ

舎を建てている学校もございます。しかし、今後子どもが減少していく事が見込まれる中、

新たな施設に投資するということは現実的ではないということで、多目的ホールであると

か音楽室であるといった学校の施設を活用しております。その辺りの連携が、教育委員会

にあるとしやすいということがございます。

○安本委員

施設利用ということでしたら、利用申請書を提出すればいいのであって、規則の改正や

補助執行等は必要ないのではないでしょうか。人材交流といったことがあるのでしょうか。

○今福学校教育課長

人材交流といったことは考えておりません。しかし、放課後児童クラブを利用する児童

は小学校の児童でもありますので、何かあれば放課後児童クラブの支援員と小学校の担任

で情報共有をしていかなければなりません。現在は学校教育課からこども未来課へ依頼し、

そこから指定管理者に依頼をするという遠回りな方法を取っておりますので、やはり同じ

組織にあった方が共有しやすいということがあります。

また、働き方改革に関わりがあることでございますが、放課の時間を早めたいという学

校が出てきております。学校の中で各種努力を重ね必要箇所以外の短縮を図り、放課の時

間を２時くらいにしている学校がございます。しかし、現在指定管理の条件が２時半から
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となっております。予算計上が必要となりますが、この学校は２時からクラブを開始して

欲しいといった協議も教育委員会にあった方がやりやすいのかと考えております。

〇金堂教育部長

学童も対象は同じ児童ですので、様々な動きがございますが、先生と放課後児童クラブ

の支援員の動きに整合性を持たせ速やかに動かせるようになるには、やはり教育委員会に

あった方が機動性が増すのではないかと考えております。ただ、心配いたしております事

項として、そもそも教育委員会では放課後子供教室（アンビシャス広場）を所管しており

まして、国の方は放課後児童クラブと放課後子供教室の融合を推進していくようでござい

ます。放課後子供教室は、基本的には各公民館が行っているので、その辺りの整合性をど

うしていくのか、今後試行錯誤しながら検討していきたいと考えております。

この補助執行により、まず、先生達の意識を変えることと、先生と児童クラブの支援員

が児童に対する指導の仕方を共有できるところは子どもたちにとっては良いのではないか

と考えております。

○染原委員

こどもが学童保育を利用できるということは、共働きの保護者にとっては安心できるこ

とです。便利さから言うと、所管は教育委員会が良いのではないかと感じています。おっ

しゃるとおり子どもは一緒なので、先生と支援員が連携することでスムーズに子どもを解

釈できるのかなと思います。先生と支援員が連携できる形が子どもにとって良いのではな

いかと思います。情報交換がスムーズにできるには先生と支援員の意識を変えることが必

要になってくると思いますので、同じ組織にいるという意識が生じることで良い変化があ

ればいいなと期待します。

○扇教育長

一人の子どもの時間帯に合わせて、情報交換をこのように行うようにというルール作り

をし、教員に指導していく良い機会なのではないかと思っております。

○足達委員

子ども目線から言わせていただくと、担任の先生が放課後子供教室にいらっしゃったら

子どもたちは緊張して大人しくなります。ですから、あまりにも学校の教育関係の方がい

らっしゃると、子どものオンオフができずに敷地内にいる時は常に緊張状態にあることに

ならないかと気がかりです。

○扇教育長

いただいた御意見を念頭に置き、進めていきたいと思います。
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○扇教育長

よろしいでしょうか。それでは第21号議案 地方自治法第180条の2の規定に基づく協議

について、ただいまより採決に入ります。賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者挙手）

○扇教育長

全員賛成でございます。よって、第21号議案 地方自治法第180条の2の規定に基づく協

議について、全員賛成をもって可決いたしました。

(11) 第22号議案 令和4年度教育費補正予算に関する意見の申出について

○扇教育長

第22号議案 令和4年度教育費補正予算に関する意見の申出についてでございますが、

この議案は、内容上、議会の議決を経るべき議案の原案に関する事項に該当しますので、

春日市教育委員会会議公開規則第４条の規定に基づき、非公開としたいと思います。

それでは、委員の皆様にお諮りいたします。第22号議案を非公開とすることについて、

賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者挙手）

○扇教育長

全員賛成により第22号議案は非公開とします。

・第22号議案は、非公開。

・審議の結果、第22号議案は、全員賛成により可決。

【第３ 報告事項】

(1) 教育長報告

○扇教育長

教育長報告でございます。私の方から３点御報告いたします。

１点目は新型コロナウイルス感染症の感染状況についてでございます。冬休み明けは、
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１週間あたりで児童生徒は100名前後、教員はおおよそ10名で推移している状況です。今

週は随分と感染者数が減ってきているなという印象がございました。

２点目は私立高校の専願入試についてでございます。予定していた受験者においては問

題なく受験できているようでした。学校から様子を聞きましたら、この入試で高架になっ

た西鉄電車に初めて乗車する生徒が多かったようで、笑顔で乗車していたと聞いておりま

す。良い結果がでてくれたら良いなと思っております。

３点目でございます。今年度から教職員の内示日が、例年の３月25日から３月８日に前

倒しで行われることとなります。これは、教職員数が足らず、講師の確保を急がなければ

ならなくなりつつあるからとのことです。先ほども申し上げましたとおり、福岡県は例年

３月25日に内示があっておりましたが、政令指定都市であり独自で人事権を持つ福岡市が

福岡県の内示日に先立って内示を行うため、講師が福岡県に流れていく状況がございまし

た。これに対応するため、令和５年度の内示から福岡市の内示の日と同じ日に行うことと

なったようです。報告は以上でございます。

(2) 教育委員報告 なし

(3) 事務局報告

事務局報告 ア 各種審議会等の実施報告について

○扇教育長

次に事務局報告です。ア 各種審議会等の実施報告について、事務局から報告をお願い

いたします。

○山下地域教育課長

地域教育課でございます。第５回 社会教育委員会議を12月15日に開催いたしました。

提言書の作成にあたりまして、随時議論を重ねているとことでございますが、市について

協議をいたしました後、それぞれ各論についての担当者を決めて、次回までに各委員から

各論の様々な原稿を出していきましょうというところまで煮詰まってきたところでござい

ます。報告いたしておりましたとおり、提言書の内容については就学前の子どもをお持ち

の家庭に対して、家庭教育についてと在り方についてまとめられないかと検討しておりま

す。報告は以上です。

○髙田文化財課長
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文化財課でございます。令和４年度第１回文化財専門委員会を開催いたしましたので御

報告いたします。専門委員10名全員の出席をいただきまして、記載しております日時場所

にて開催いたしました。議題は令和４年度の市指定候補文化財について御審議いただくと

ともに、各部会からの報告等を行っております。この会議におきまして、本年度の市の指

定候補物件である県指定遺跡であるウトグチ瓦窯跡から出土いたしました瓦等につきまし

て、市指定の物件に値するとの意見をいただきましたので、２月の定例教育委員会議にお

きまして本市文化財保護条例に基づき御審議いただく予定としております。各種審議会等

の御報告は以上です。

(4) 主要行事報告

○扇教育長

主要行事報告について、報告がありましたらお願いします。

○髙田文化財課長

文化財課です。１月の主要行事報告でございます。令和４年度民俗企画展「どうすご

す？季節の民具」ということで開催いたします。解説図録を本日お配りしております。１

月21日から３月５日までの開催となっております。前回の定例教育委員会議にて開催の御

案内をいたしましたが、今回のテーマは季節の民具展ということで、便利な家電製品がな

かった時代にどのようにして夏や冬などの厳しい季節を過ごしていたのか、当時の人々の

知恵を道具や暮らしの様子を通して紹介する展示会となっております。

【第４ 調整事項】

(1) ２月定例教育委員会議の日程について

令和５年２月22日（水） 午前９時 決定

(2) ３月定例教育委員会議の日程について

令和５年３月29日（水） 午前９時 予定

(3) ２月教育委員懇談会の日程について

令和５年２月22日（水） 午前10時 決定

午前10時15分 閉会


